
派遣元責任者講習補足資料                 (一社)日本人材派遣協会 

2020年4月1⽇に適⽤された局⻑通達「一般賃金の額(令和2年度)」を一定の要件を満たす場合
に例外的取り扱いを可能とすることについて 
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  労働者派遣法施行規則・派遣元指針・派遣先指針・日雇指針の改正 

 

 ■令和 3 年 1月 1日改正施行■  

  （１）派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け 【則第 25 条の 14 第 2 項第 4号】【元指針第 2の 8（５）ロ】 

 ●派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約の締結時までに教育訓練計画 

  を説明しなければならないこととする。 

 ●当該教育訓練計画に変更があった場合は、その雇用する派遣労働者に対し、速やかにこれを説明しなければ 

  ならないこと。 

 （２）労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成  

                        【平成 17 年厚生労働省令第 44 号（e-文書省令）別表第 2】 

 ●施行規則第 21条第 3項に基づき、書面により作成することとされている労働者派遣契約について、 

  電磁的記録により作成することも認めることとする。 

 （３）派遣先における派遣労働者からの苦情の処理 【先指針第 2の 7（２）】 

 ●派遣先が、派遣労働者の苦情の処理を行う際の留意点として、特に、法の規定により、派遣先の事業を行 

  う者を派遣中の労働者を使用する事業者とみなして適用する労働関係法令上の義務に関する苦情等につ 

  いては、誠実かつ主体的に対応しなければならないこと。 

 （４）日雇派遣における労働者派遣契約の解除時の措置 【日雇指針第 2の 5（２）】 

 ●労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合について、必要な 

  雇用管理が適切に行われるようにするため、派遣元事業主は、新たな就業機会の確保ができない場合は、 

  まず休業等を行い、当該日雇派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払等の 

  労働基準法等に基づく責任を果たすこと。 

 

 ■令和 3年４月 1 日改正施行■  

  （１）雇用安定措置に係る派遣労働者の希望の聴取等 【則第 25 条の 2第 3項】【則第 31 条第 10 号】 

 ●派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、特定有期雇用派遣労働者等から、当該特定有期雇 

  用派遣労働者が希望する措置の内容を聴取しなければならないこと。 

 ●その聴取した内容を、派遣元管理台帳に記載しなければならないこと。 

 （２）マージン率等のインターネットでの情報提供 【則第 18 条の 2第 1項】【元指針第 2 の 16】 

 ●法第 23 条第 5項の規定による情報提供は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなけれ 

  ばならないものとすること。 

 ●法第23条第5項の規定による情報提供に当たっては、マージン率及び協定の締結の有無等の情報に限らず、 

  情報提供の義務がある全ての情報について、常時インターネットの利用により、広く関係者、とりわけ 

  派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。  
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 労働者派遣法施行令の改正  

 

 

■令和 3年４月 1 日改正施行■ 

（１）へき地の医療機関への看護師等の派遣について 【令第 2条第 1項】 

 ●へき地の医療機関において行われる看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師および診療放射線技師の業務 

  について、例外的に派遣可能とする。 

 （なお、すでに「医師」については、へき地の医療機関への派遣は例外的に可能（2006 年施行済）） 

 ●派遣する場合の主な留意点 

 １．業務内容の把握 

 ２．労働者派遣契約における必要な条件の設定 

 ３．各都道府県のへき地医療支援機構等による派遣就業前の事前研修の実施 

 ４．派遣労働者である看護師等に対する教育訓練等 

 ５．責任の所在の明確化 

   (患者等の第三者に損害を与えた場合等、労働者派遣契約締結時における損害賠償を含む責任の所在の明確化） 

 ６．その他派遣就業中の対応（派遣労働者からの相談・苦情処理等） 

   

（２）社会福祉施設等への看護師の日雇派遣 【令第 4条第 1項】 

  ●社会福祉施設等において行われる看護師の業務について、日雇派遣の例外業務に追加し日雇派遣を可能とする。 

 ※准看護師が行う業務は、日雇派遣の対象とはならない。 

 ※看護師の日雇派遣が可能となる社会福祉施設等のうち、施設全体が医療法に規定する病院、診療または 

  助産所（除外規定あり）であるものについては対象とならない。 

 ●派遣する場合の主な留意点（適切な事業運営、適正な雇用管理の実施を前提に日雇派遣が認められている） 

 ■適切な事業運営の実施を図るための措置 

 １．社会福祉施設等のニーズに応じた人材の確保 

 ２．日雇派遣看護師が従事する業務の内容（利用者の日常的な健康管理の範囲内とする） 

 ３．労働者派遣契約に定める日雇派遣看護師に求める条件 

 ４．業務内容の把握 

 ５．緊急時に備えた対応 

 ６．派遣就業前の看護師等に対する説明 

 ７．派遣就業前の教育訓練の実施 

 ■適正な雇用管理の実施を図るための措置 

 １．労働・社会保険に係る適切な手続 

 ２．就業条件の明示 

 ３．労働者派遣契約に定める就業条件の確保 

 ４．損害賠償を含む責任の所在の明確化 

 ５．同一労働同一賃金に基づく日雇派遣看護師の待遇確保 


